大阪府新生児聴覚検査事業の手引き

はじめに

先天性の聴覚障がいは、出生1,000人に1～２人と言われており、他の先天性の疾患に比べると発生頻度が高いという特徴があります。新生児期に聴覚検査を実施することで、聴覚障がいのある新生児の早期発見、早期支援につなげることができ、またその保護者に対して、子どもへの愛着形成や育児不安の緩和、希望の形成など、大きな育児支援の役割を果たすことができます。

　大阪府においては、現在全市町村において新生児聴覚検査の公費負担（上限額あり）を実施しており、令和５年度の府内出生児の受検率は94.6%です。大阪府耳鼻咽喉科医会乳幼児難聴対策委員会の調査では、同年に新生児聴覚スクリーニング検査を受けた新生児のうち518人（受検数の0.９％）が「リファー（要再検、refer）」となり、耳鼻咽喉科で聴力の精密検査を受けています。そのうち37％が正常で、35％が両側難聴、24％が片側難聴と診断されました。

　また、国は、先天性難聴の原因の一つである先天性サイトメガロウイルス感染症について、その診断の重要性により、確認検査でリファー「（要再検、refer）」であった場合に生後3週間以内の尿での同感染症の検査を強く推奨しており、大阪府においても本手引書等により周知をしています。

平成29年3月には大阪府手話言語条例を制定し、以前より聴覚障がい児への早期支援として、市町村の児童発達支援や府立聴覚支援学校幼稚部の教育相談、乳幼児手話獲得支援事業などを実施しています。
　
新生児聴覚検査における要精密検査者、要治療者、要療育者が、適切な支援をスムーズに受けることができるよう、医療、保健、福祉、療育の各分野の関係者がそれぞれの役割を踏まえ、連携できる体制整備を図ることを目的に、現在、「新生児聴覚検査推進体制検討会」でも情報共有、意見交換等を行っています。

本手引書を関係機関の方々に有効に活用していただくことで、新生児聴覚検査事業が有益で実効のあるものとなりますよう、多くのみなさまのお力添えをお願いいたします。
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